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新
義
と
古
義
の
教
学
に
つ
い
て

―
自
証
説
法
と
成
仏
二
利
の
算
題
を
め
ぐ
っ
て
―

小

林

靖

典

は
じ
め
に
―
「
自
証
説
法
」
と
成
仏
二
利
を
め
ぐ
っ
て
―

　

令
和
元
年
度
の
宗
学
研
究
室
で
は
、「
新
義
真
言
教
学
を
学
ぶ
―
聖
憲
撰
『
自
証
説
法
十
八
段
』
を
読
む
―
」
と
標
し
て
、
智
山

伝
法
院
に
て
講
座
を
開
い
て
き
た
。
そ
の
中
で
「
自
証
説
法
」
の
算
題
（
論
則
）
を
め
ぐ
っ
て
、
疑
問
に
思
う
こ
と
が
生
じ
た
の
で
、

本
論
攷
に
お
い
て
少
し
く
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
「
自
証
説
法
」（
古
義
方
で
は
「
自
証
極
位
」
と
称
す
）
の
算
題
は
、
自
証
の
極
位
に
説
法
（
言
説
）
の
義
が
有
る
か
、
無

い
か
を
論
ず
る
も
の
で
、
そ
の
決
択
、
帰
結
す
る
と
こ
ろ
は
、
古
義
方
と
新
義
方
で
は
正
反
対
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

こ
の
算
題
は
『
大
日
経
』
の
教
主
の
尊
格
を
論
ず
る
、
古
義
と
新
義
と
の
教
義
を
分
け
る
い
わ
ゆ
る
教
主
義
と
深
く
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

そ
こ
で
新
古
両
者
の
教
主
義
を
今
こ
こ
に
、
仮
に
定
義
す
る

0

0

0

0

0

0

な（
１
）ら
ば
、
古
義
方
は
［『
大
日
経
』
の
教
主
は
本
地
身
で
あ
り
、
そ
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の
本
地
身
が
自
性
会
た
る
《
自
証
の
極
位
》
に
て
実
行
の
当
機
の
衆
生
（
因
人
）
に
説
法
す
る
（
言
説
有
り
）
も
の
で
あ
る
］
と
し
、

一
方
、
新
義
方
は
［『
大
日
経
』
の
教
主
は
自
性
身
上
の
加
持
身
で
あ
り
、《
自
証
の
極
位
》
の
本
地
法
身
の
位
に
説
法
は
無
く
（
言

説
無
し
）、
ま
た
、
自
性
会
に
は
実
行
の
当
機
の
衆
生
（
因
人
）
は
無
い
、
そ
れ
故
、
自
性
身
上
の
加
持
身
が
未
来
機
の
衆
生
の
為

に
説
法
す
る
も
の
で
あ
る
］
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
教
主
義
に
は
、「
自
証
説
法
（
自
証
極
位
）」
と
「
実
行
当
機
（
自

性
会
因
人
）」
の
算
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
教
主
義
、「
自
証
説
法
（
自
証
極
位
）」
の
算
題
に
は
、
先
学
が
既
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、「
成
仏
二
利
」
な
る

算
題
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（
２
）。
す
な
わ
ち
、
那
須
政
隆
猊
下
は
、

『
大
疏
第
三
重
』
第
一
巻
以
下
に
「
成
仏
二
利
」
な
る
論
義
が
あ
る
。
―
略
―
古
義
で
は
『
宗
決
』
第
廿
巻
の
初
め
に
之
を
論

究
し
て
い
る
が
、
難
答
の
所
論
は
新
義
と
相
反
し
て
い
る
。
け
だ
し
夫
れ
は
成
仏
の
語
を
新
義
の
如
く
自
証
に
局
る
と
す
れ
ば
、

本
地
身
説
法
の
義
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。�

（『
大
日
経
口
疏
講
義
』
二
一
〜
二
二
頁
の
取
意
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仮
に
『
大
日
経
』
の
経
題
の
「
成
仏
」
を
自
証
に
局
り
、
化
他
の
義
が
無
い
と
し
た
な
ら
ば
、
自
証

の
極
位
＝
本
地
身
に
化
他
で
あ
る
説
法
が
無
い
こ
と
と
な
り
、
古
義
方
の
本
地
身
説
法
が
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
「
成
仏
」

に
化
他
の
義
を
認
め
た
な
ら
ば
、
本
地
身
説
法
が
成
立
し
て
、
新
義
方
の
自
性
身
上
の
加
持
身
説
法
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
「
成
仏
二
利
」
の
算
題
も
教
主
義
、「
自
証
説
法
（
自
証
極
位
）」
の
算
題
を
論
ず
る
上
で
、
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

算
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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一
、
後
世
の
定
義
と
異
な
る
道
範
・
頼
宝
と
頼
瑜
の
義

　

で
は
一
体
、「
自
証
説
法
」「
実
行
当
機
」「
成
仏
二
利
」
の
三
つ
の
算
題
に
お
い
て
何
が
問
題
と
な
る
の
か
、
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

先
に
示
し
た
新
古
両
者
の
仮
の
定
義
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
古
義
方
は
杲
宝
と
宥
快
の
義
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
新
義
方
は
聖
憲
の

義
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
杲
宝
・
宥
快
・
聖
憲
に
先
行
す
る
学
匠
の
三
つ
の
算
題
に
対
す
る
決
択
を
示
せ
ば
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

 
自
証
説
法

 

実
行
当
機

 

成
仏
二
利

古
義
方
（
宥
快
）

＊
自
証
の
極
位
に
言
説
説
法
有
り

◎
因
人
有
り

△
自
証
と
化
他
に
通
ず

新
義
方
（
聖
憲
）

　

自
証
の
極
位
に
言
説
説
法
無
し
　

因
人
無
し

▲
自
証
に
局
る

道
範
（
一
一
七
八

一
二
五
二
）

＊
自
証
の
極
位
に
言
説
説
法
無
し

◎
因
人
無
し

△�

自
証
に
局
る
義（
３
）と
化
他
で
あ
る
と
す
る
義（
４
）

の
両
義
を
挙
げ
る
。

頼
瑜
（
一
二
二
六

一
三
〇
四
）

＊
自
証
の
極
位
に
言
説
説
法
無
し

◎
因
人
無
し

▲�

自
証
と
化
他
に
通
ず
・
自
証
に
局
る
と
す

る
、
二
つ
の
論
義
を
記
す
。

頼
宝
（
一
二
七
九

一
三
三
〇
）

　

自
証
の
極
位
に
言
説
説
法
有
り
　

因
人
有
り

△
自
証
に
局
る

杲
宝
（
一
三
〇
六

一
三
六
二
）

　

自
証
の
極
位
に
言
説
説
法
有
り
　

因
人
有
り

　

他
受
用
身
（
化
他
）
を
認
め
る

　

こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、「
自
証
説
法
」
と
「
実
行
当
機
」
の
算
題
は
、《
＊
》
と
《
◎
》
に
よ
り
、
自
証
の
極
位
に
説
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法
の
義
が
有
り
、
自
性
会
（
自
証
の
極
位
）
に
実
行
の
因
人
が
有
る
と
す
る
古
義
方
の
定
義
（
頼
宝
・
杲
宝
・
宥
快
）
と
、
自
証
の

極
位
に
説
法
の
義
が
無
く
、
自
性
会
（
自
証
の
極
位
）
に
実
行
の
因
人
が
無
い
と
す
る
道
範
と
が
相
反
し
て
い
る
こ
と
、
逆
に
道
範

と
頼
瑜
（
新
義
方
）
と
は
同
じ
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、「
成
仏
二
利
」
の
算
題
は
、
古
義
方
で
は
《
△
》
に
よ
り
、
自

証
と
化
他
と
に
通
ず
る
と
す
る
者
、
自
証
に
局
る
と
す
る
者
、
そ
の
両
者
を
併
記
す
る
者
の
三
様
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
、
新
義
方

で
は
《
▲
》
に
よ
り
、
自
証
に
局
る
と
す
る
者
（
聖
憲
）、
そ
の
両
者
を
併
記
す
る
者
（
頼
瑜
）
の
二
様
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
表
の
全
体
を
眺
め
た
な
ら
ば
、
一
義
に
は
、
未
完
成
で
あ
っ
た
道
範
と
頼
瑜
の
教
主
義

が
、
一
方
で
は
頼
宝
を
経
て
杲
宝
・
宥
快
へ
と
帰
結
し
、
も
う
一
方
で
は
聖
憲
へ
と
帰
結
し
、
ま
た
一
義
に
は
、
道
範
と
頼
瑜
の
教

学
・
教
主
義
に
お
い
て
、
或
る
種
の
突
破
口
が
開
か
れ
、
深
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、〈
応
永
の
大
成
者
〉〈
南
山
教
学
の
大
成
者
〉
と

尊
称
さ
れ
る
宥
快
の
義
へ
、〈
新
義
教
学
の
大
成
者
〉〈
加
持
門
先
徳
〉
と
尊
称
さ
れ
る
聖
憲
へ
と
帰
結
し
た
過
程
が
看
て
取
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
三
種
の
算
題
を
採
り
上
げ
て
、
各
学
匠
の
相
違
に
つ
い
て
順
に
少
し
く
考
察
を
す
す
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

二
、「
自
証
説
法
」「
自
証
極
位
」
に
対
す
る
道
範
と
頼
瑜

　

ま
ず
、
道
範
と
頼
瑜
が
自
証
の
極
位
に
説
法
言
説
の
義
が
無
い
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、「
自

証
説
法
」「
自
証
極
位
」
の
算
題
に
お
い
て
議
論
の
対
象
と
な
る
、『
大
日
経
』
の
経
題
の
「
神
変
加
持
」
を
釈
す
『
大
日
経
疏
』
の

文
を
示
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

然
も
此
の
自
証
の
三
菩
提
は
、
一
切
の
心
地
を
出
過
し
て
現
に
諸
法
本
初
不
生
を
覚
る
。
是
の
処
は
言
語
尽
竟
し
て
心
行
も
ま
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た
寂
な
り
。
若
し
如
来
威
神
力
を
離
ん
ぬ
れ
ば
、
即
ち
十
地
の
菩
薩
な
り
と
雖
も
、
尚
お
其
の
境
界
に
非
ず
。
況
ん
や
余
の
生

死
の
中
の
人
を
や
。�

（『
大
正
蔵
』
三
九
巻
・
五
七
九
頁
・
上
段
）

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
道
範
（
正
確
に
は
静
遍
の
義
と
い
う
べ
き
か
）
は
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
遍
明
鈔
』
の
中

で
、

此
の
「
一
切
心
地
」
と
は
一
一
心
多
一
心
等
な
り
。「
依
心
進
行

0

0

0

0

」
と
は
因
分
始
覚
の
心
な
り
。
即
ち
多
一
心
一
一
心
等
な
り
。

進
ん
で
果
地
を
求
む
る
こ
と
有
る
を
以
て
戯
論
と
為
す
。「
如
来
已
に
微
細
の
戯
論
を
度
し
て
進
趣
す
る
こ
と
都
て
息
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
は
、

即
ち
性
徳
円
満
海
の
不
二
心
な
り
。
今
、
当
段
の
釈
文
、
全
く
此
の
具
縁
品
の
意

0

0

0

0

0

0

0

に（
５
）依
る
。
故
に
「
出
過
一
切
心
地
」
等
と
云

う
な
り
。
―
略
―
「
言
語
尽
竟
」
は
四
種
の
言
語
、「
心
行
亦
寂
」
は
九
種
の
心
量
な
り
。
又
た
尽
理
し
て
而
も
論
ぜ
ば
、
三

十
二
種
因
海
の
如
義
一
一
心
は
皆
な
是
れ
無
明
の
分
位
な
る
が
故
に
、
皆
な
寂
に
し
て
之
を
尽
す
。
只
だ
性
徳
海
の
不
二
の
悟

心
を
以
て
「
自
証
の
三
菩
提
」
と
為
す
な
り
。�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
五
巻
・
一
〇
七
頁
・
下
〜
上
段
の
取
意
）

と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
道
範
は
、
経
題
の
「
成
仏
」
の
位
で
あ
る
「
自
証
三
菩
提
」
を
『
釈
摩
訶
衍
論
』
に
よ
っ
て
、
自
証

の
極
位
に
は
性
徳
円
満
海
の
不
二
心（
６
）の

み
が
存
在
し
、
四
種
の
言
説
と
九
種
の
心
量
は
も
と
よ
り
、
如
義
言
説
と
一
一
識
心
を
も
三

十
二
種
因
海
の
無
明
の
分
位
で
あ
る
と
し
て
、
結
果
、
自
証
の
極
位
に
は
説
法
の
義
は
無
い
と
す
る
。

　

そ
し
て
こ
の
道
範
の
義
を
恐
ら
く
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
頼
瑜
は
、『
大
日
経
疏
指
心
鈔
』
に
、
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問
う
、
自
証
無
相
の
位
は
言
心
倶
絶
な
る
歟
。

答
う
、
言
心
倶
に
離
れ
て
、
心
唯
だ
存
す
る
の
み
。

問
う
、
既
に
倶
に
離
る
と
云
う
、
何
ぞ
亦
た
心
を
存
す
る
乎
。

答
う
、
如
義
及
び
一
一
心
を
離
る
と
雖
も
、
然
る
に
猶
お
不
二
心
存
す
〈
矣
〉。
故
に
大
師
の
云
く
、「
一
一
心
の
所
縁
に
非
ず
。

不
二
心
の
所
証
な
る
而
已（
７
）」

と
文
り
。
又
た
『
疏
』
の
中
の
「
住
心
品
」
に
は
、「
自
証
三
菩
提
言
語
尽
竟
心
行
亦
寂（
８
）」

と
云

う
と
雖
も
、
而
る
に
「
具
縁
品
」
に
は
、「
自
証
三
菩
提
自
心
自
覚（
９
）」
と
釈
す
。
又
た
『
不
思
議
疏
』
に
は
秘
秘
中
秘
の
釈
に

云
く
「
本
不
生
理
、
自
ら
理
智
有
り
。
自
ら
不
生
を
覚
る
が
故
に）
10
（

」
と
文
り
。
故
に
知
ん
ぬ
、
無
相
の
極
位
に
猶
お
不
二
心
有

り
。
若
し
爾
ら
ざ
れ
ば
、
木
石
に
同
じ
き
歟
。

問
う
、
若
し
爾
ら
ば
、
顕
乗
の
一
心
無
相
を
至
極
と
為
し
、
而
し
て
契
証
絶
言
の
義
を
成
ず
る
こ
と
と
、
何
の
殊
な
り
あ
る
乎
。

答
う
、
彼
は
四
言
九
心
の
分
位
に
し
て
、
未
だ
如
義
一
一
心
に
及
ば
ず
。
況
ん
や
不
二
心
を
乎
。

�

（『
大
正
蔵
』
五
九
巻
・
五
九
五
頁
・
下
段
）

と
述
べ
、
ま
た
『
憾
字
秘
釈
』
に
、
い
わ
ゆ
る
観
ず
る
と
こ
ろ
の
憾
字
の
有
相
と
無
相
に
つ
い
て
、
四
重
秘
釈
に
て
論
ず
る
中
に
、

第
四
重
の
無
相
と
は
秘
秘
中
の
深
秘
の
義
な
り
。
所
謂
る
如
義
語
も
及
ば
ず
、
一
一
心
も
縁
ぜ
ず
、
但
だ
是
れ
不
二
心
な
る
の

み
。
之
れ
を
法
身
の
自
証
と
謂
い
、
之
れ
を
秘
宗
の
玄
底
と
号
す
。
故
に
大
師
の
言
く
「
五
居
足
断
え
、
十
慮
手
亡
ず）
11
（

」
と
文

り
。�

（
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
『
頼
瑜
記 

憾
字
秘
釈 

国
訳
』、
六
〇
頁
）
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と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
頼
瑜
は
第
四
重
の
秘
秘
中
の
深
秘
（
無
相
の
無
相
）
を
以
て
、
法
身
の
自
証
の
極
位
た
る
「
自
証
三
菩

提
」
で
あ
る
と
し
、
こ
の
位
に
は
た
だ
不
二
心
の
み
が
存
し
、
四
種
言
説
と
九
識
心
は
も
と
よ
り
、
如
義
言
説
と
一
一
識
心
さ
え
も

及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
先
の
道
範
と
同
様
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
、
道
範
と
頼
瑜
は
共
に
自
証
の
極
位
に
は
不
二
心
だ
け
が
在
り
、
極
位
に
は
如
義
言
説
と
一
一
識

心
は
及
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
故
、
自
証
の
極
位
に
は
説
法
の
義
が
無
い
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
大
胆
に
解
釈
し
た
な
ら
ば
、
理

と
智
が
和
合
し
た
事
点
の
人
体
が
説
法
す
る
と
い
う
道
範
（
静
遍
）
の
理
智
事
の
三
点
説
の
教
主
義
と
、
頼
瑜
が
提
唱
し
た
自
性
身

上
の
加
持
身
説
と
は
、
何
ら
か
の
親
和
性
が
あ
る
と
言
い
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、「
実
行
当
機
」「
自
性
会
因
人
」
に
対
す
る
道
範
と
頼
瑜

　

そ
れ
で
は
先
の
親
和
性
と
は
逆
に
、
道
範
と
頼
瑜
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

道
範
は
理
智
事
の
三
点
の
南
方
事
点
の
人
が
『
大
日
経
』
の
教
主
で
あ
る
と
す
る
説）
12
（

と
、
頼
瑜
の
自
性
身
上
の
加
持
身
が
教
主
で
あ

る
と
す
る
説
と
が
最
大
の
相
違
点
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
相
違
点
の
内
実
に
つ
い
て
は
、「
実
行
当
機
」「
自
性
会
因
人
」

の
算
題
の
一
部
分
を
採
り
上
げ
て
、
既
に
拙
稿）
13
（

の
中
で
示
し
て
お
い
た
。
そ
の
稿
の
中
で
は
、
両
者
と
も
自
性
会
に
因
人
無
し
と
し
、

具
体
的
な
説
法
は
実
行
当
機
で
あ
る
未
来
機
の
因
人
の
衆
生
に
対
し
て
説
法
す
る
と
主
張
す
る
。
た
だ
し
道
範
は
、
未
来
機
の
衆
生

に
対
す
る
能
説
の
教
主
を
い
わ
ゆ
る
余
三
身
で
あ
る
他
受
用
身
と
し
、
そ
の
他
受
用
身
が
加
持
世
界
で
あ
る
嘉
会
壇
に
て
未
来
機
の

衆
生
に
説
法
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
頼
瑜
は
自
性
会
に
て
自
性
身
上
の
加
持
身
こ
そ
が
能
説
の
教
主
で
あ
る
と
し
、
自

性
身
上
の
加
持
身
が
未
来
機
の
衆
生
に
対
し
て
説
法
す
る
、
と
の
両
者
の
相
違
点
を
論
じ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
十
分
と
は
い
え
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
幾
分
の
考
察
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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「
実
行
当
機
」「
自
性
会
因
人
」
の
算
題
は
、
以
下
に
示
す
『
大
日
経
』
の
二
つ
の
文
（【
Ａ
文
】【
Ｂ
文
】）
を
解
釈
し
た
『
大
日

経
疏
』
の
文
（【
Ｃ
文
】）
に
つ
い
て
論
義
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
Ａ
文
】『
大
日
経
』「
通
序
の
文
」

所
謂
る
三
時
を
越
え
た
る
如
来
の
日
の
加
持
の
故
に
、
身
語
意
平
等
句
の
法
門
な
り
。〈
是
れ
は
自
性
身
の
説
法
を
明
か
す
〉

�

（『
大
正
蔵
』
第
一
八
巻
、
一
頁
・
上
段
）

�

＊
〈　

〉
は
『
弁
顕
密
二
教
論
』
の
割
注

【
Ｂ
文
】『
大
日
経
』「
別
序
の
文
」

時
に
彼
の
菩
薩
に
は
普
賢
を
上
首
と
為
し
、
諸
の
執
金
剛
に
は
秘
密
主
を
上
首
と
為
す
。
毘
盧
遮
那
如
来
の
加
持
の
故
に
、
身

無
尽
荘
厳
蔵
を
奮
迅
示
現
し
た
ま
う
。
是
の
如
く
語
意
平
等
の
無
尽
荘
厳
蔵
を
奮
迅
示
現
し
た
ま
う
。〈
是
れ
は
受
用
身
の
説

法
を
明
か
す
〉�

（『
大
正
蔵
』
第
一
八
巻
、
一
頁
・
上
段
）

�

＊
〈　

〉
は
『
弁
顕
密
二
教
論
』
の
割
注

【
Ｃ
文
】『
大
日
経
疏
』

次
に
群
機
嘉
会
の
時
に
、
同
じ
く
聞
く
所
の
法
を
明
か
す
。
即
ち
経
に
「【
Ａ
文
】
を
略
す
」
と
云
う
。
―
略
―
「【
Ｂ
文
】
を

略
す
」
と
は
、
復
た
次
に
普
賢
秘
密
主
等
の
上
首
の
諸
の
仁
者
は
、
即
ち
是
れ
毘
盧
遮
那
の
差
別
智
身
な
り
。
是
の
如
き
境
界

に
於
て
久
し
く
已
に
通
達
せ
り
。
然
も
此
の
諸
の
解
脱
門
よ
り
現
わ
れ
る
所
の
諸
の
善
知
識
は
、
各
の
無
量
の
当
機
衆
を
引
い
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て
、
同
じ
く
法
界
漫
荼
羅
に
入
れ
し
む
。
此
の
初
め
て
法
門
に
入
る
実
行
の
諸
菩
薩
を
饒
益
せ
ん
が
為
の
故
に
、
如
来
は
加
持

を
も
っ
て
、
大
神
通
力
を
奮
迅
示
現
し
た
ま
う
。

�

（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
二
頁
・
下
段
〜
五
八
三
頁
・
中
段
の
取
意
）

　

こ
の
【
Ｃ
文
】
を
め
ぐ
っ
て
、
自
性
会
に
未
悟
実
行
当
機
の
因
人
の
有
無
を
論
ず
る
の
が
「
自
性
会
因
人
」
と
「
実
行
当
機
」
の

算
題
の
途
端
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
道
範
は
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
遍
明
鈔
』
に
、

「
次
に
群
機
嘉
会
の
時
に
同
じ
く
聞
く
所
の
法
を
明
か
し
て
、
即
ち
経
に
『
所
謂
越
三
時
如
来
之
日
加
持
故
身
語
意
○
平
等
句

法
門
』
と
云
う
な
り）
14
（

」
と
。

問
う
、
云
う
所
の
「
群
機
」
と
は
十
九
執
金
剛
四
大
菩
薩
等
を
指
す
歟
。

答
う
、
爾
な
り
。

疑
い
て
云
く
、
群
機
と
は
是
れ
所
化
所
被
の
機
な
り
。
而
る
に
今
の
金
剛
手
等
は
普
門
の
一
徳
、
久
已
通
達
の
菩
薩
な
り
。
何

ぞ
群
機
と
云
う
乎
。

①
答
う
、
今
は
諸
経
の
例
に
準
じ
て
通
序
を
置
き
、
当
経
集
会
の
衆
を
以
て
群
機
嘉
会
と
云
う
な
り
。
金
剛
手
等
は
自
性
所
成
の

眷
属
と
雖
も
、
将
来
流
通
の
機
の
為
に
群
機
の
相
を
示
現
す
る
な
り
。
―
略
―

問
う
、「
嘉
会
」
と
は
、
其
の
義
如
何
。

②
答
う
、
三
種
の
壇
有
り
。
所
謂
る
秘
密
壇
〈
法
身
〉、
嘉
会
壇
〈
報
身
〉、
大
悲
壇
〈
応
身
〉。
今
は
随
他
法
界
宮
に
約
し
て
他

受
用
の
相
を
示
現
す
る
が
故
に
、
嘉
会
壇
と
云
う
な
り
。�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
五
巻
、
一
七
八
頁
、
上
〜
中
段
の
取
意
）
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�

＊
引
用
文
中
の
丸
数
字
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様

と
あ
り
、
①
と
②
の
文
に
よ
り
、
金
剛
手
等
の
内
大
眷
属
は
自
性
会
に
お
い
て
大
日
如
来
と
共
に
自
受
法
楽
を
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
の
説
相
は
、
群
機
と
し
て
示
現
し
て
い
る
金
剛
手
等
の
内
大
眷
属
が
発
問
（
発
起
）
し
、
こ
れ
に
答
え
て
大
日
如
来
が

他
受
用
身
と
し
て
示
現
し
て
い
る
大
日
如
来
が
金
剛
手
等
の
内
大
眷
属
に
説
法
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
説
会
は
秘
密

壇
（
自
性
会
）
で
は
な
く
、
嘉
会
壇
で
あ
る
と
道
範
は
理
解
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
道
範
は
、『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
遍
明
鈔
』
に
お
い
て
、『
大
日
経
疏
』
の
文
（【
Ｂ
文
】）
を
挙
げ
て
、
以
下
の
よ
う

に
解
釈
す
る
。

問
う
、
此
の
当
機
実
行
の
諸
菩
薩
等
、
今
の
経
の
説
会
の
中
に
之
れ
有
る
歟
。

答
う
、
此
の
事
、
上
古
の
相
論
、
教
相
の
大
事
な
り
。
一
義
に
云
く
、
今
の
経
は
内
証
自
性
自
受
法
楽
の
会
座
な
り
と
雖
も
、

如
来
の
加
持
神
変
を
以
て
実
行
当
機
を
摂
し
て
会
中
に
入
ら
し
む
。
此
の
当
機
の
為
に
瑞
を
現
じ
て
、
動
執
生
疑
せ
し
め
て
此

の
疑
問
に
依
っ
て
此
の
経
を
説
く
な
り
。
一
義
に
云
く
、
此
の
経
の
自
性
会
の
中
に
全
く
実
行
の
因
人
無
し
。
自
性
会
と
は
、

自
心
の
金
剛
宝
蔵
を
開
き
て
、
自
身
の
曼
荼
を
顕
得
す
る
の
自
証
の
位
な
り
。
此
の
時
、
何
ぞ
未
悟
の
他
人
有
ら
ん
乎
。
故
に

大
師
の
『
真
言
問
答
』）
15
（

に
は
、「
自
性
会
の
中
に
は
全
く
従
因
向
果
の
人
無
し
」
と
文
り
。

疑
い
て
云
く
、
若
し
爾
ら
ば
、
今
の
釈
、
何
ん
が
通
ず
べ
し
耶
。

答
う
、
堀
池
鈔）
1（
（

に
云
く
、「
本
有
法
身
、
内
証
を
説
く
時
、
随
自
随
他
の
二
説
有
り
。
随
自
意
説
の
辺
に
は
、
唯
だ
自
性
所
成

の
眷
属
の
み
有
り
。
随
他
意
の
辺
に
は
、
専
ら
実
行
当
機
の
人
有
り
。
―
以
下
略
―
」
と
〈
云
云
〉〈
已
上
抄
〉。
此
の
鈔
、
既
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に
今
実
行
の
文
を
以
て
随
他
法
界
宮
と
為
す
。
随
他
の
説
と
は
当
経
の
正
し
き
説
会
に
非
ず
。
是
れ
他
受
用
身
の
嘉
会
伝
説
の

儀
式
な
り
。
処
処
相
違
の
説
文
、
此
の
意
を
以
て
会
通
す
べ
き
な
り
。

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
五
巻
、
一
八
三
頁
・
上
〜
下
段
の
取
意
）

と
述
べ
て
、
道
範
は
『
真
言
問
答
』（『
雑
問
答
』）
の
「
同
聞
衆
因
果
義
」
の
文
を
証
拠
と
し
、
自
性
会
の
中
に
は
全
く
実
行
当
機

の
因
人
無
し
と
し
、
堀
池
僧
正
信
証
の
『
大
毘
盧
遮
那
経
住
心
鈔
』
に
説
く
、
自
性
会
＝
随
自
意
、
嘉
会
（【
Ａ
文
】【
Ｂ
文
】）
＝

随
他
意
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
性
会
に
因
人
無
し
と
す
る
自
身
の
主
張
を
補
強
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
範
は
、【
Ａ
文
】
と
【
Ｂ

文
】
の
説
相
は
、
自
性
会
で
は
な
く
随
他
意
他
受
用
身
の
嘉
会
な
る
説
会
の
文
で
あ
る
と
し
、
自
性
会
は
自
証
位
（
果
位
）
の
仏
の

み
の
会
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
実
行
当
機
の
因
人
は
無
い
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
頼
瑜
が
【
Ｂ
文
】
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。『
大
日
経
疏
指
心
鈔
』
に
、

「
次
明
群
機
嘉
会
之
時）
17
（

」
等
と
は
、
―
略
―

③
有
る
人
の
云
く
、
自
性
所
成
の
眷
属
、
未
来
流
通
の
為
に
群
機
の
相
を
示
現
す
る
な
り
。

④
又
た
云
く
、
三
種
の
壇
有
り
。
謂
く
秘
密
壇
〈
法
身
〉
嘉
会
壇
〈
報
身
〉
大
悲
壇
〈
応
身
〉
な
り
。
今
、
随
他
法
界
宮
に
於
て

他
受
用
の
相
を
現
ず
る
が
故
に
、
群
機
嘉
会
と
云
う
な
り
と
〈
云
云
〉。

⑤
有
る
人
の
云
く
、
普
賢
金
剛
手
等
、
各
の
実
行
の
菩
薩
を
引
い
て
当
機
衆
と
為
す
が
故
に
、
群
機
嘉
会
と
云
う
な
り
と
〈
云
云
〉。

私
に
云
く
、
三
義
の
中
、
初
義
を
勝
と
為
す
。
自
受
法
楽
の
説
な
る
が
故
に
、
実
行
有
る
べ
か
ら
ず
。
又
た
自
性
身
土
な
る
が

故
に
、
他
受
用
と
云
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
所
以
は
、
上
に
執
金
剛
と
諸
菩
薩
と
を
挙
げ
畢
り
て
、「
此
等
大
衆
為
聴
法
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故）
18
（

」
と
結
し
て
、「
次
明
群
機
嘉
会）
19
（

」
と
云
う
。
応
に
知
る
べ
し
、
上
の
金
剛
と
菩
薩
と
を
指
し
て
群
機
と
云
う
。
理
実
に
は
、

三
世
常
恒
の
説
な
り
と
雖
も
、
未
来
流
通
の
為
に
、
如
常
に
准
じ
て
此
の
相
を
示
す
な
り
。

�

（
大
正
蔵
五
九
巻
、
六
一
九
頁
・
上
〜
中
段
の
取
意
）

と
し
て
、【
Ｂ
文
】
に
対
し
て
、
③
金
剛
手
等
は
自
性
所
成
の
眷
属
で
あ
る
が
、
未
来
流
通
の
為
に
群
機
の
相
を
示
現
す
る
文
、
④

随
他
法
界
宮
な
る
嘉
会
壇
に
お
い
て
他
受
用
身
、
報
身
が
説
法
す
る
文
、
⑤
内
大
眷
属
が
実
行
の
当
機
衆
を
自
性
法
界
曼
荼
羅
に
引

入
せ
る
こ
と
を
明
か
す
文
、
と
の
三
様
の
解
釈
を
挙
げ
て
、
そ
の
中
で
頼
瑜
は
③
の
解
釈
を
正
義
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
こ
の
【
Ｂ
文
】
の
説
会
は
嘉
会
壇
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
頼
瑜
は
、
こ
の
③
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
は
道
範
の
『
遍
明
鈔
』
の
①
文
と
同
様
で
あ
る
が
、
頼
瑜
が
④
の
文
を
採
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
道
範
の
『
遍
明
鈔
』
の
②

文
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
頼
瑜
は
こ
の
【
Ｂ
文
】
の
説
会
は
嘉
会
壇
で
は
な
く
、
秘
密
壇
す
な
わ
ち
自
性
会

の
文
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
頼
瑜
は
『
大
疏
第
一
愚
草
』
第
四
の
「
今
経
会
座
無
実
行
事
」
に
お
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
決
択
す
る
の
で
あ
る
。

問
う
、
今
経
の
会
座
に
当
機
実
行
の
人
、
有
る
べ
し
乎
。

答
う
、
実
行
の
人
有
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
―
略
―
⑥
法
界
宮
の
説
法
は
自
受
法
楽
の
談
な
る
が
故
に
、
当
機
実
行
の
人
、
有

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
―
略
―
次
に
ま
た
群
機
嘉
会
の
文
は
、
当
機
に
約
す
と
云
う
事
、
然
か
る
べ
か
ら
ず
。
発
機マ
マ

衆
、
又
た

此
の
義
有
る
べ
き
が
故
に
。
或
い
は
又
た
未
来
機
に
約
し
て
爾
か
云
う
歟
。
仍
っ
て
失
無
し
。
―
略
―
⑦
凡
そ
今
教
の
意
は
、



新義と古義の教学について

― 151 ―

正
被
教
の
人
は
皆
な
是
れ
未
来
の
衆
生
な
り
。
今
の
経
に
云
く
、
⑧
「
当
来
世
の
時
に
於
て
、
劣
慧
の
諸
の
衆
生
、
彼
等
を
度

せ
ん
が
為
の
故
に
、
随
順
し
て
是
の
法
を
説
く）
20
（

」
と
文
り
。
又
た
『
聖
位
経
』
云
く
、
⑨
「
汝
等
将
来
、
無
量
世
界
に
於
て
、

最
上
乗
者
の
為
に
現
生
世
出
世
の
悉
地
成
就
を
得
せ
し
む）
21
（

」
と
文
り
。
之
れ
に
依
り
て
大
師
の
釈
に
云
く
、「
而
る
に
今
、
此

の
中
に
因
人
無
し
と
い
わ
ば
、
誰
を
か
被
教
の
人
と
為
す
耶
。
答
う
、
斯
の
三
密
会
の
中
に
は
、
正
被
教
の
因
人
無
し
と
雖
も
、

而
も
若
し
衆
生
有
っ
て
此
の
教
に
遇
う
て
、
慇
懃
に
修
習
し
、
説
の
如
く
修
行
し
観
念
す
れ
ば
、
即
ち
是
れ
被
教
の
人
な
り）
22
（

」

と
文
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
諸
文
悉
く
未
来
機
に
約
す
な
り
。�

（『
大
疏
第
一
愚
草
』
第
四
、
二
四
丁
右
〜
三
四
丁
右
の
取
意
）

　

す
な
わ
ち
頼
瑜
は
、【
Ｃ
文
】
を
も
自
性
会
（
い
わ
ゆ
る
秘
密
壇
）
と
し
た
上
で
、
本
経
の
正
説
会
で
あ
る
自
性
会
と
は
、
唯
だ

仏
と
仏
の
み
が
互
い
に
三
密
門
を
説
く
と
い
う
自
受
法
楽
の
説
会
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
実
行
当
機
衆
で
あ
る
未
悟
の
人
は
存
在
せ
ず
、

⑧
の
『
大
日
経
』「
具
縁
品
」
や
⑨
の
『
聖
位
経
』
の
文
に
よ
り
、
実
行
当
機
衆
で
あ
る
未
悟
た
る
未
来
機
の
衆
生
た
め
に
、
自
性

身
上
の
加
持
身
が
説
法
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
「
自
証
説
法
」「
自
証
極
位
」
と
「
実
行
当
機
」「
自
証
会
因
人
」
の
算
題
に
お
い
て
、
道
範
（
静
遍
）
と
頼
瑜
と
の
同

異
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
れ
は
前
者
の
算
題
で
は
両
者
の
決
択
は
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
算
題
の
中
で
は
同

様
の
決
択
を
採
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
大
日
経
』
の
説
会
に
対
す
る
理
解
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
こ
れ

ら
の
同
異
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
道
範
の
義
、
す
な
わ
ち
教
主
義
に

は
、
自
性
会
と
加
持
世
界
と
の
乖
離
が
克
服
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
、
こ
れ
を
見
た
頼
瑜
は
、
前
者
の
算
題
に
お

い
て
は
道
範
の
義
を
援
用
し
つ
つ
も
、
後
者
で
は
自
性
会
と
加
持
世
界
と
の
乖
離
を
克
服
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

こ
れ
ら
の
算
題
に
お
い
て
、
道
範
と
頼
瑜
と
の
間
に
親
和
性
と
相
違
と
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
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四
、「
成
仏
二
利
」
の
算
題
に
お
け
る
道
範
・
頼
宝
・
杲
宝
の
同
異

　

つ
ぎ
に
「
成
仏
二
利
」
の
算
題
に
対
す
る
各
学
匠
の
同
異
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
算
題
は
、『
大
日
経
』
の
具
名
に
あ

る
「
成
仏
」
の
句
の
意
は
、
た
だ
自
証
に
局
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
証
と
化
他
と
に
通
ず
る
の
か
を
論
ず
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
冒

頭
に
既
に
示
し
た
よ
う
に
、「
成
仏
二
利
」
の
算
題
は
古
義
方
の
本
地
身
説
法
の
義
と
新
義
方
の
加
持
身
説
法
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
成
仏
二
利
」
の
算
題
が
教
主
義
と
関
連
し
て
る
な
ら
ば
、「
自
証
説
法
」「
自
証
極
位
」
の
帰
結
と

「
成
仏
二
利
」
の
帰
結
と
が
、
同
様
に
連
関
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
先
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
道
範
・

頼
瑜
・
頼
宝
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
連
関
し
て
お
ら
ず
、
連
関
し
て
い
る
の
は
杲
宝
・
聖
憲
・
宥
快
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
連
関
・
不
連
関
に
よ
っ
て
、
道
範
か
ら
頼
宝
、
そ
し
て
杲
宝
へ
と
至
る
過
程
を
少
し
く
考
察
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

イ
、
道
範

　

道
範
は
覚
海
相
承
の
義
を
伝
え
る
『
大
日
経
疏
除
暗
鈔
』
の
中
で
、

五　

問
う
、
経
題
に
「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
」
と
文
り
。
云
う
所
の
「
成
仏
」
は
自
証
と
化
他
と
に
通
ず
る
耶
。

答
う
、
且
く
自
証
に
限
る
の
義
な
る
べ
し
。
―
略
―
答
え
申
す
所
は
疏
家
の
釈
に
任
す
な
り
。『
疏
』
の
中
に
上
の
「
成
三
菩
提
」

を
指
し
て
、
次
に
「
然
此
自
証
三
菩
提
出
過
一
切
心
地）
23
（

」
等
と
云
い
、
又
た
「
心
王
毘
盧
遮
那
成
自
然
覚）
24
（

」
等
と
文
り
。
此
れ

等
の
釈
文
、
唯
だ
自
証
を
以
て
成
仏
と
云
う
歟
。�

（『
続
真
言
宗
全
集
』
第
五
巻
、
一
〇
頁
、
下
〜
上
段
の
取
意
）
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六　

問
う
、
経
題
に
「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
」
と
文
り
。
云
う
所
の
「
成
仏
」
と
は
、
其
の
相
、
如
何
ん
。

答
う
、『
開
題
』
に
云
く
「
成
仏
と
は
法
爾
所
成
に
し
て
、
因
縁
所
成
の
成
に
非
ず）
25
（

」
と
文
り
。
本
来
成
仏
は
是
れ
自
家
成
仏

の
相
な
り
。�

（『
続
真
言
宗
全
集
』
第
五
巻
、
一
一
頁
、
上
段
の
文
）

と
、
経
題
の
「
成
仏
」
の
句
は
「
自
証
に
限
る
（
局
る
）」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
道
範
は
、
静
遍
相
承
の
義
を
伝
え
る
『
大

毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
遍
明
鈔
』
の
中
で
は
、

問
う
、
今
、
此
の
「
成
仏
」
と
は
自
証
化
他
の
分
別
、
如
何
ん
。

答
う
、
二
義
有
り
。
一
に
云
く
、
―
略
―
。
二
に
云
く
、
化
他
な
り
。
此
の
経
の
『
疏
』
の
下
に
自
証
と
化
他
と
を
分
別
す
る

に
、
自
証
を
ば
「
菩
提
の
実
義
」
と
云
う
。
経
の
「
我
覚
本
不
生
」
等
の
文
、
是
れ
な
り
。
化
他
を
ば
「
成
仏
の
外
迹
」
と
云

う
。
即
ち
経
の
「
我
昔
坐
道
場
降
伏
於
四
魔
」
等
の
文
、
是
れ
な
り
。
是
れ
成
仏
を
以
て
外
迹
に
付
く
が
故
に
、
化
他
な
り
。

又
た
『
理
趣
釈
経
』
に
云
く
「
瑜
伽
法
に
由
っ
て
一
念
の
浄
心
相
応
す
れ
ば
、
便
ち
真
如
実
際
を
証
す
。
大
悲
を
捨
て
ざ
る
が

故
に
、
浄
穢
土
に
於
て
、
受
用
身
変
化
身
を
も
っ
て
成
仏
す）
2（
（

」
と
文
り
。
此
の
釈
も
又
た
成
仏
を
以
て
浄
穢
土
の
他
受
変
化
の

外
迹
と
名
づ
く
。
凡
そ
此
の
義
の
意
は
、
今
の
経
の
題
目
に
四
句
あ
り
。
初
め
に
「
大
毘
盧
遮
那
」
と
は
、
心
内
の
三
点
、
即

ち
中
〈
理
〉
東
〈
智
〉
南
〈
事
〉
の
三
智
、
大
日
の
三
身
な
り
。「
成
仏
」
と
は
西
方
の
他
受
用
、「
神
変
加
持
」
と
は
北
方
の

変
化
身
な
り
。
故
に
題
目
に
即
ち
心
内
心
外
の
五
転
具
足
せ
り
。

�

（『
続
真
言
宗
全
集
』
第
五
巻
、
一
〇
五
頁
、
上
〜
下
段
の
取
意
）
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と
、
二
義
を
挙
げ
、
は
じ
め
に
「
一
に
云
く
、
―
略
―
」
と
し
て
、
前
掲
の
『
大
日
経
疏
除
暗
鈔
』
と
同
趣
旨
の
義
を
立
て
て
自
証

に
局
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
「
二
に
云
く
」
と
し
て
立
論
し
て
い
る
義
は
、
経
題
の
「
大
毘
盧
遮
那
」
を
理
智
事
の

心
内
本
地
身
自
証
の
位
（
自
性
会
）、「
成
仏
」
を
他
受
用
身
化
他
の
位
（
加
持
世
界
）、「
神
変
加
持
」
を
変
化
身
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当

し
、
そ
れ
故
「
成
仏
」
の
句
は
化
他
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
義
は
、
弘
法
大
師
空
海
の
『
大
日
経
開
題
』「
法
界
浄
心
」
に
、

次
に
次
第
相
承
に
就
い
て
、
且
く
浅
略
の
義
を
釈
せ
ば
、「
大
毘
盧
遮
那
」
と
は
自
性
法
身
、
即
ち
本
有
本
覚
の
理
身
な
り
。

次
に
「
成
仏
」
と
は
受
用
身
、
此
れ
に
二
種
あ
り
、
一
に
は
自
受
用

0

0

0

0

0

0

、
二
に
は
他
受
用

0

0

0

0

0

0

修
得
即
ち
始
覚
智
身
な
り
。「
神
変
」

と
は
他
受
用
応
身
、
即
ち
変
化
法
身
な
り
。「
加
持
」
と
は
等
流
身
即
ち
是
れ
三
界
六
道
随
類
の
身
な
り
。

�

（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
、
六
四
〇
頁
）

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
自
ら
の
理
智
事
の
三
点
説
の
教
主
義
を
寄
せ
て
、
配
当
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
開
題
』

に
「
二
に
は
他
受
用

0

0

0

0

0

0

」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、「
成
仏
」
の
句
に
は
利
他
の
義
が
有
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
道
範
は
、

こ
の
『
開
題
』
の
「
一
に
は
自
受
用

0

0

0

0

0

0

」
と
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ロ
、
頼
宝

　
『
遍
明
鈔
』
に
「
二
に
云
く
」
と
し
て
、「
成
仏
」
の
句
に
化
他
の
義
が
有
る
と
す
る
道
範
の
主
張
に
対
し
、
頼
宝
は
『
真
言
本
母

集
』「
成
仏
二
利
分
別
事
（
自
証
化
他
分
別
事
）」
の
中
で
、
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問
う
、「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
」
と
文
り
。
言
う
所
の
「
成
仏
」
と
は
、
自
証
化
他
の
中
、
何
な
る
べ
し
耶
。
―
略
―
答
う
、
自

証
に
局
る
べ
し
。
―
略
―

重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
此
の
義
、
猶
お
思
い
難
し
。『
理
趣
釈
』
に
云
く
「
由
瑜
伽
法
。
一
念
浄
心
相
応
。
便
証
真
如
実
際
。

不
捨
大
悲
。
於
浄
穢
土
。
受
用
身
変
化
身
成
仏）
27
（

」
と
文
り
。
古
徳
に
云
く
「
由
瑜
伽
法
は
中
方
な
り
。
一
念
浄
心
は
東
方
な
り
。

便
証
真
如
実
際
は
南
方
な
り
。
受
用
身
は
西
方
な
り
。
変
化
身
は
北
方
な
り）
28
（

」
と
〈
云
云
〉。
此
の
意
は
、
中
東
南
の
三
方
は

自
証
無
覚
無
成
の
位
な
り
。
西
北
の
二
点
に
於
て
、
始
め
て
成
仏
の
義
を
論
ず
。
若
し
爾
ら
ば
、
諸
文
の
多
く
は
成
仏
の
位
を

指
し
て
、
心
外
化
他
の
境
界
と
為
す
。
何
ぞ
今
、
自
証
の
位
に
於
て
成
仏
の
義
を
論
ず
べ
し
乎
。
何
ぞ
況
ん
や
、
仮
令
い
自
証

に
於
て
之
れ
を
論
ず
と
雖
も
、
自
証
と
化
他
の
二
位
に
通
ず
べ
し
。
已
に
此
の
一
句
を
以
て
自
他
受
用
を
含
む
。
何
ぞ
偏
え
に

自
証
に
局
る
乎
。
旁
た
以
て
思
い
難
し
、
如
何
ん
。

答
う
、
成
仏
の
称
、
似
た
り
と
雖
も
、
内
証
と
外
用
と
に
通
じ
て
、
其
の
実
体
を
論
ず
れ
ば
、
内
証
成
仏
は
自
宗
不
共
と
為
す
。

其
の
旨
、
先
段
に
成
ず
る
如
し
。
広
く
成
仏
の
相
を
論
ず
れ
ば
、
或
は
自
証
、
或
は
化
他
、
通
じ
て
之
れ
を
名
づ
く
と
雖
も
、

今
経
に
於
て
「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
」
と
は
唯
だ
自
証
法
然
成
仏
な
り
。
―
略
―
『
理
趣
釈
』
の
意
は
、
内
証
の
心
地
は
是
れ
成

仏
の
極
処
な
り
。
仍
っ
て
「
便
証
真
如
実
際
」
と
云
う
。
爾
ら
ば
受
用
変
化
の
成
仏
も
亦
た
是
れ
外
用
の
迹
な
り
。
猶
し
天
月

の
影
、
器
水
を
現
ず
る
が
如
し
。
両
処
は
似
た
り
と
雖
も
、
光
明
有
り
。
光
明
の
実
体
は
、
唯
だ
天
月
の
み
在
り
。
法
も
之
れ

に
準
じ
て
之
れ
を
知
れ
。�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
一
巻
、
三
五
四
頁
、
下
段
〜
三
五
七
頁
、
上
段
の
取
意
）

と
反
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
範
が
『
理
趣
釈
』
に
よ
っ
て
「
成
仏
」
の
句
に
化
他
の
義
が
有
る
と
し
た
答
者
の
決
択
と
は
正
反

対
に
、
頼
宝
は
難
者
の
立
場
と
し
て
論
じ
、
あ
く
ま
で
も
「
成
仏
」
の
句
に
は
化
他
の
義
は
無
く
、
自
証
に
局
る
べ
き
で
あ
る
と
主
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張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
実
は
、
経
題
の
「
大
毘
盧
遮
那
」
と
「
成
仏
」
は
共
に
内
証
自
証
た
る
法
然
成
仏
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、

重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
―
略
―
五
点
の
中
の
第
三
を
証
菩
提
と
為
す
。
亦
た
是
れ
成
菩
提
句
な
り
。
而
も
五
方
中
に
は
是
れ
西

方
な
り
。
西
方
を
化
他
と
為
す
随
縁
の
義
、
誰
れ
か
之
れ
を
疑
う
乎
。
―
略
―

答
う
、
但
し
難
に
至
っ
て
は
、
五
点
の
中
の
成
仏
は
西
方
に
在
り
と
は
、
何
ぞ
必
ず
し
も
西
方
を
偏
え
に
化
他
と
云
う
乎
。『
理

趣
釈
』
に
西
方
を
判
じ
て
「
瑜
伽
自
在
者
唯
仏
自
証
智
也）
29
（

」
と
文
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
西
方
成
菩
提
も
亦
た
是
れ
自
証
な
り
。

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
二
一
巻
、
三
五
七
頁
、
上
〜
下
段
の
取
意
）

と
論
じ
、
経
題
を
『
理
趣
釈
』
に
よ
っ
て
五
方
五
点
（
五
転
）
に
配
当
す
る
道
範
の
義
を
、
同
じ
く
『
理
趣
釈
』
の
文
を
以
て
論
駁

し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
た
だ
し
こ
の
頼
宝
の
義
に
は
、
道
範
と
は
逆
に
『
開
題
』
の
「
二
に
云
く
、
他
受
用
〈
云
云
〉」

と
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
、
杲
宝

　

さ
て
、
こ
の
道
範
と
頼
宝
と
の
一
連
の
流
れ
を
承
け
て
杲
宝
は
、『
大
日
経
疏
鈔
』
の
中
で
、

「
大
毘
盧
遮
那
」
と
は
理
法
身
の
体
、
諸
の
衆
生
に
遍
ず
、
平
等
本
有
の
仏
な
り
。
即
ち
是
れ
四
重
曼
荼
羅
所
依
の
本
仏
、
横

に
は
九
界
に
遍
じ
、
竪
に
は
八
葉
に
超
ゆ
、
独
一
法
身
の
体
な
り
。
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⑩
次
に
「
成
仏
」
と
は
智
法
身
、
修
行
成
満
し
て
理
体
に
冥
合
し
て
、
自
証
円
極
の
仏
身
な
り
。『
疏
』
の
下
文
に
云
う
所
の
、「
心

王
の
所
住
の
処
に
は
、
必
ず
塵
沙
の
心
数
と
有
り）
30
（

」
と
は
、
毘
盧
遮
那
の
位
に
当
る
。
次
に
「
心
王
毘
盧
遮
那
成
自
然
覚）
31
（

」
と

は
、
正
し
く
此
の
「
成
仏
」
の
句
に
当
る
な
り
。

⑪
而
る
に
此
の
句
は
、
総
じ
て
は
受
用
身
に
配
し
、
別
し
て
は
自
他
に
受
用
を
開
す
。
此
の
中
の
他
受
用
は
、
常
途
の
十
地
、
能

化
の
心
外
の
他
受
用
に
は
非
ず
。
―
略
―
知
る
べ
し
、「
成
仏
」
の
句
の
中
に
云
う
所
の
他
受
用
と
は
、
南
方
理
智
不
二
の
人

体
な
り
。
内
証
の
理
智
に
望
む
れ
ば
、
既
に
是
れ
外
現
の
人
体
な
る
が
故
に
他
受
用
と
名
づ
く
。
亦
た
是
れ
如
来
地
の
功
徳
円

満
し
て
、
能
化
所
化
自
受
法
楽
究
竟
の
故
に
一
切
度
人
の
根
本
と
為
す
。
之
れ
に
依
っ
て
他
受
用
と
名
づ
く
る
な
り
。

次
に
「
神
変
」
の
句
に
云
う
所
の
他
受
用
と
は
、
変
化
法
身
、
日
出
三
昧
に
入
り
て
現
ず
る
所
の
他
受
用
な
る
が
故
に
、
還
っ

て
変
化
身
に
属
す
る
な
り
。�

（『
続
真
言
集
全
書
』
第
六
巻
、
二
三
頁
、
上
〜
下
段
の
取
意
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
杲
宝
は
⑩
の
文
で
は
頼
宝
の
義
と
同
様
に
、
経
題
の
「
成
仏
」
の
句
は
、
内
証
自
証
た
る
法
然
成
仏
で
あ

る
か
ら
自
証
の
義
で
あ
り
、
弘
法
大
師
空
海
の
『
大
日
経
開
題
』
に
「
一
に
は
自
受
用
」
と
あ
る
こ
と
と
合
致
さ
せ
て
い
る
。
一
方

⑪
の
文
で
は
、
教
主
義
の
三
点
説
を
以
て
経
題
に
配
釈
し
て
い
る
道
範
の
義
と
同
様
に
、「
成
仏
」
の
句
に
他
受
用
化
他
の
義
が
有

る
と
し
、『
大
日
経
開
題
』
に
「
二
に
は
他
受
用
」
と
あ
る
こ
と
に
も
相
当
さ
せ
て
、「
成
仏
」
の
句
に
は
自
証
と
も
、
化
他
と
も
す

る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
杲
宝
が
自
証
と
化
他
と
に
通
ず
る
と
考
え
て
い
た
と
は
い
い
き
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、「
成
仏
二
利
」
の
算
題
を
め
ぐ
っ
て
、
道
範
か
ら
頼
宝
、
そ
し
て
杲
宝
へ
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
概
観
し
て
き
た
。

果
た
し
て
そ
れ
は
道
範
を
意
識
し
て
い
た
頼
宝
が
、
そ
し
て
そ
の
両
者
を
意
識
し
て
自
説
を
展
開
し
た
杲
宝
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
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あ
る
程
度
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

五
、「
成
仏
二
利
」
の
算
題
に
お
け
る
頼
瑜
と
聖
憲
の
同
異

　

そ
こ
で
最
後
に
、「
成
仏
二
利
」
の
算
題
を
め
ぐ
る
頼
瑜
か
ら
聖
憲
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者

に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿）
32
（

に
て
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
成
仏
二
利
」
の
算
題
に
よ
っ
て
再
確
認
す
る
程
度
に

留
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

頼
瑜
は
、『
大
日
経
疏
愚
草
』「
二　

又
同
成
仏
通
自
証
化
他
歟
事
」
の
中
で
、

問
う
、「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
」
と
文
り
。
爾
ら
ば
、
今
此
の
「
成
仏
」
と
は
、
自
証
化
他
に
通
ず
と
や
為
ん
、
将
た

如
何
。

答
う
、
通
ず
べ
き
な
り
。
―
略
―
「
成
仏
」
の
言
に
簡
別
無
し
。
何
ぞ
二
種
に
通
ぜ
ざ
ら
ん
乎
。
―
略
―

又
の
義
、
自
証
に
局
る
べ
き
歟
。
其
の
故
は
、『
疏
』
の
中
に
「
神
変
加
持
」
を
釈
し
て
云
わ
く
、「
若
し
我
れ
但
だ
是
の
如
く

の
境
界
に
住
し
な
ば
、
是
れ
を
以
て
益
を
蒙
る
こ
と
能
わ
ず）
33
（

」
と
文
り
。「
如
是
境
界
」
と
は
、
上
の
成
仏
自
証
の
位
を
指
す

な
り
。
若
し
成
仏
の
処
に
化
他
の
義
を
許
さ
ば
、
何
ぞ
「
不
能
以
是
蒙
益
」
と
云
う
乎
。
此
の
位
は
、
都
て
化
他
の
義
無
き
が

故
に
、
神
力
加
持
三
昧
に
住
す
る
な
り
。
―
略
―
化
他
の
義
は
、
是
れ
成
仏
の
外
迹
な
る
が
故
に
、「
神
変
加
持
」
に
在
る
な
り
。

�
（『
大
日
経
疏
第
一
愚
草
第
一
上
』
三
丁
右
〜
四
丁
左
の
取
意
）

と
、
最
初
に
自
証
と
化
他
と
に
通
ず
る
義
を
立
て
、
つ
ぎ
に
「
又
の
義
」
と
し
て
、
逆
に
自
証
に
局
る
義
を
立
て
て
お
り
、
頼
瑜
は
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ど
ち
ら
の
義
を
採
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
聖
憲
は
、『
大
疏
百
條
第
三
重
』「
成
仏
二
利
」
に
て
、

　
［
問
う
、］「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
」
と
文
り
。
今
此
の
「
成
仏
」、
自
証
と
化
他
に
通
ず
と
や
為
ん
、
将
た
如
何
。
答

う
、
自
証
に
局
る
べ
き
な
り
。�

（『
大
正
蔵
』
第
七
九
巻
、
六
〇
六
頁
、
上
段
の
文
）

�

＊
［　

］
は
筆
者
が
加
え
た
も
の

と
、
明
確
に
自
証
と
化
他
と
に
通
ず
る
義
を
破
し
て
、
自
証
に
局
る
義
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
頼
瑜
が
二
つ
の
義

を
併
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
性
身
上
の
加
持
身
が
説
法
す
る
と
い
う
自
身
の
教
主
義
に
「
成
仏
二
利
」
の
算
題
と
を
関
連
付
け
て

い
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
那
須
猊
下
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
に
、
聖
憲
は
「
成
仏
」
の
句
を
自
証
に

局
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確
に
教
主
義
と
「
成
仏
二
利
」
と
を
関
連
付
け
て
い
る
と
思
わ
れ
、
後
世
に
〈
加
持
門
先
徳
〉
と
尊
称
さ

れ
て
い
る
聖
憲
は
、
ま
さ
に
新
義
教
学
の
大
成
者
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
自
証
説
法
」
と
「
実
行
当
機
」
の
算
題
に
お
い
て
、
道
範
と
頼
瑜
と
の
間
に
は
明
確
な
連
関
が
見
え
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
「
成
仏
二
利
」
の
算
題
に
お
い
て
、
道
範
か
ら
頼
宝
、
そ
し
て
杲
宝
へ
と
至
る
変
遷
、
過
程
を
確
認
し
、
併
せ
て
頼
瑜
か
ら
聖

憲
に
至
る
ま
で
に
も
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
本
稿
で
は
、「
自
証
説
法
」
と
「
実
行
当
機
」
の
算
題

に
お
い
て
道
範
・
頼
瑜
に
続
く
、
頼
宝
や
杲
宝
の
義
に
論
及
す
る
こ
と
で
き
ず
、
ま
た
こ
れ
ら
の
学
匠
に
先
行
す
る
学
匠
、
ま
た
宥

快
や
印
融
な
ど
と
い
っ
た
後
世
に
列
な
る
多
く
の
学
匠
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
変
遷
や
過
程
に
つ
い
て
解
明
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
一
旦
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
た
、
真
言
教
学
研
究
会
へ
筆
者
が
寄
稿
し
た
成
果
の
一
部
を
、
本
稿
に
援
用
し
た
こ
と
を
最
後
に
付
記
し
て
お
く
。

註（
１
）
こ
こ
に
「
仮
に
定
義
す
る
」
と
し
た
の
は
、〈
応
永
の
大
成
者
〉〈
南

山
教
学
の
大
成
者
〉
と
尊
称
さ
れ
る
宥
快
（
一
三
四
五
〜
一
四
一
六
）

の
義
と
、〈
新
義
教
学
の
大
成
者
〉〈
加
持
門
先
徳
〉
と
尊
称
さ
れ
る

聖
憲
（
一
三
〇
七
〜
一
三
九
二
）
の
義
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
。

（
２
）
那
須
政
隆
猊
下
の
他
に
も
、
長
谷
寶
秀
氏
『
大
日
経
疏
玄
談
』（『
長

谷
寶
秀
全
集
』
第
二
巻
、
一
二
九
〜
一
三
一
、
及
び
一
五
四
〜
一
五

七
頁
）
等
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）『
大
日
経
疏
除
暗
鈔
』
の
「
五
」
と
「
六
」
の
論
則
（『
続
真
言
宗
全
書
』

第
五
巻
、
一
〇
頁
、
下
〜
上
段
）
に
よ
る
。

（
４
）『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
疏
遍
明
鈔
』
に
二
義
を
挙
げ
る
中
の

「
二
に
云
く
、
化
他
な
り
」
等
（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
五
巻
、
一
〇

五
頁
、
下
段
）
の
文
に
よ
る
。

（
５
）『
大
日
経
疏
』
の
「
所
謂
る
自
心
自
覚
不
可
思
議
法
界
は
、
一
切
の
心

地
を
出
過
し
て
的
に
所
依
無
し
。
世
人
の
趾
を
挙
げ
、
足
を
動
ず
る

こ
と
、
皆
な
地
に
依
る
が
如
く
、
菩
薩
も
亦
た
是
の
如
く
、
心
に
依

0

0

0

っ
て
進
行
す

0

0

0

0

0

。
故
に
此
の
心
を
名
づ
け
て
地
と
為
す
。
心
す
ら
尚
を

所
依
有
る
を
以
て
の
故
に
、
未
だ
正
遍
知
と
名
づ
け
ず
。
如
来
已
に

0

0

0

0

此
の
微
細
の
戯
論
を
度
し
て
進
趣
す
る
こ
と
都
て
息
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
故
に
超
越

心
地
と
名
づ
く
る
な
り
」（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
・
六
〇
九
頁
・
下
段
）

の
文
の
こ
と
。

（
６
）
こ
の
「
不
二
心
」
な
る
概
念
を
道
範
と
頼
瑜
が
用
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
『
釈
摩
訶
衍
論
』
に
お
い
て
正
当
性
を
有
し
た
も
の
な
の
か
は
、

本
稿
で
は
論
じ
な
い
。

（
７
）『
金
剛
頂
経
開
題
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
、
七
〇
二
頁
）
の
文
。

（
８
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
七
九
頁
、
上
段
）
の
取
意

の
文
。

（
９
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
六
〇
九
頁
、
下
段
）
の
取
意

の
文
。

（
10
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
八
〇
七
頁
、
下
段
）
の
文
。

（
11
）『
性
霊
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
三
輯
、
四
七
九
頁
）
の
「
五
居
疲

れ
て
秣
い
、
十
慮
心
滅
し
て
休
遊
す
」
の
意
を
汲
ん
だ
文
。

（
12
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
村
正
文
『
禅
林
寺
静
遍
が
提
唱
し
た
教
学
に

つ
い
て
―
特
に
教
主
論
を
中
心
と
し
て
―
』（『
高
野
山
大
学
論
叢
』

第
二
六
号
、
一
九
九
一
年
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）『
杲
寶
の
教
主
義
に
つ
い
て
―
静
遍
・
道
範
と
頼
瑜
と
の
説
を
め
ぐ
っ

て
―
』（『
密
教
学
研
究
』
第
三
十
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）
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（
14
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
二
頁
・
下
段
）
の
文
。

（
15
）『
雑
問
答
』「
同
聞
衆
因
果
義
」（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
四
輯
、
一
六

一
〜
一
六
二
頁
）
の
取
意
の
文
。

（
1（
）
堀
池
僧
正
信
証
（
一
〇
八
六
〜
一
一
四
二
）
の
『
干
栗
駄
鈔
』
ま
た

は
『
大
毘
盧
遮
那
経
住
心
鈔
』
の
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
四
二
巻
、

三
二
八
頁
・
下
段
〜
三
二
九
・
上
段
）
の
取
意
の
文
の
こ
と
。

（
17
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
二
頁
・
下
段
）
の
文
。

（
18
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
二
頁
・
下
段
）
の
文

（
19
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
二
頁
・
下
段
）
の
文

（
20
）『
大
日
経
』「
入
漫
荼
羅
具
縁
真
言
品
」（『
大
正
蔵
』
第
一
八
巻
、
四

頁
・
下
段
〜
上
段
）
取
意
の
文
。

（
21
）『
分
別
聖
位
経
』（『
大
正
蔵
』
第
一
八
巻
、
二
八
八
頁
・
上
段
）
の
文
。

（
22
）『
雑
問
答
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
四
輯
、
一
六
一
〜
一
六
二
頁
）
の

文
。

（
23
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
七
九
頁
、
上
段
）
の
文
。

（
24
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
〇
頁
、
中
段
）
の
文
。

（
25
）『
大
日
経
開
題
』「
法
界
浄
心
」（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
、
六
三

六
頁
）
の
文
。

（
2（
）『
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
昧
耶
経
般
若
波
羅
蜜
多
理
趣
釈
』（『
大
正
蔵
』

第
一
九
巻
、
六
〇
八
頁
、
中
段
）
の
文
。

（
27
）『
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
昧
耶
経
般
若
波
羅
蜜
多
理
趣
釈
』（『
大
正
蔵
』

第
一
九
巻
、
六
〇
八
頁
、
中
段
）
の
文
。

（
28
）
明
確
な
典
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
道
範
の
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏

遍
明
鈔
』（『
続
真
言
宗
全
集
』
第
五
巻
、
一
〇
五
頁
、
下
段
）
の
文

の
意
を
汲
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
29
）『
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
昧
耶
経
般
若
波
羅
蜜
多
理
趣
釈
』（『
大
正
蔵
』

第
一
九
巻
、
六
〇
七
頁
、
中
段
）
に
「
已
に
一
切
如
来
の
一
切
智
智

を
証
し
て
瑜
伽
自
在
な
り
と
い
う
は
、
已
証
一
切
如
来
と
は
上
の
所

説
と
同
じ
く
五
仏
な
り
。
一
切
智
智
と
は
唯
仏
自
証
の
智
な
り
」
と

あ
る
取
意
の
文
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
西
方
を
判
じ
て
い
る
こ

と
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
杲
宝
口
・
賢
宝
記
『
理
趣
釈
秘

要
鈔
』
に
「
已
証
一
切
如
来
者
等
と
は
、
西
方
妙
観
察
智
を
明
か
す

な
り
。
上
所
説
と
は
東
方
を
指
す
な
り
」（
鈴
木
学
術
財
団
『
日
本
大

蔵
経
』
第
一
八
巻
、
一
四
一
頁
、
下
段
）
と
説
か
れ
て
お
り
、「
一
切

智
智
と
は
唯
仏
自
証
の
智
な
り
」
を
西
方
を
判
じ
た
も
の
と
す
る
理

解
は
、
頼
宝
・
杲
宝
等
の
東
寺
学
派
の
中
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
解

釈
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
〇
頁
、
中
段
）
の
文
。

（
31
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
八
〇
頁
、
中
段
）
の
文
。

（
32
）『
新
義
真
言
教
学
に
お
け
る
伝
統
に
つ
い
て
―
「
即
事
而
真
」
な
る
算

題
を
め
ぐ
っ
て
―
』（『
現
代
密
教
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
七
年
、
智

山
伝
法
院
）

（
33
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
蔵
』
第
三
九
巻
、
五
七
九
頁
、
中
段
）
の
文
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

自
証
説
法　

実
行
当
機　

成
仏
二
利　

道
範　

頼
瑜　

頼
宝　

杲
宝　

聖
憲


